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演題番号：C15

シクロスポリンのマイクロエマルション前濃縮物製剤の投与により寛解を得た犬のアトピー
性皮膚炎：モエギイガイから抽出した脂質を含有するサプリメントの付加的給与
○中村有加里，深瀬　徹
岡山理大

1．はじめに：犬のアトピー性皮膚炎の治療薬としてシクロス
ポリンが多用されている。ただし、シクロスポリンはマイク
ロエマルション化されているか否かによって吸収が異なるこ
とがある。われわれは先にシクロスポリンのマイクロエマル
ション前濃縮物製剤の投与によって寛解を得た犬のアトピー
性皮膚炎について報告したが、このたび本例に対して付加的
に犬用のサプリメントを給与し、その影響を検討した。
2．材料および方法：症例は、犬（フレンチ・ブルドッグ、
雄、初診時 3 歳 9 か月齢）で、瘙痒と下顎部ならびに四肢掌
面および足底面の皮膚病変を主徴としていた。種々の検査か
らアトピー性皮膚炎と考え、シクロスポリンの後発品製剤を
投与したが、十分な効果が認められず、薬剤を先発品である
マイクロエマルション前濃縮物製剤に変更したところ、良好
な寛解を得ることができ、さらに投与間隔を延長することも
可能になっていた。しかし、その後、ワクチン接種のために
同製剤を休薬すると症状が再燃し、再び高用量のシクロスポ
リンの投薬を行うことを 2 年間にわたって繰り返していた。
そこで、3 回目のワクチン接種に先立ち、モエギイガイから
抽出した脂質と魚油を含有するサプリメントを給与した。給

与量は、初めの 2 週間は毎日 4 粒、その後は 1 日に 2 粒とし
た。
3．結　果：本例は、シクロスポリンのマイクロエマルショ
ン前濃縮物製剤の投与によりアトピー性皮膚炎の寛解を得た
が、その後、ワクチン接種にあたっての休薬により症状の悪
化、すなわち下顎部や四肢掌面部と足底部の紅斑や色素沈着
等を繰り返していたものである。このたび寛解から 3 回目の
ワクチン接種にあたり、モエギイガイから抽出した脂質と魚
油を含有するサプリメントを付加的に投与したところ、シク
ロスポリンを休薬したにもかかわらず、過去の 2 回のような
症状の悪化が認められず、下顎部や四肢掌面部と足底部に著
しい紅斑などが生じることはなかった。なお、このサプリメ
ントに起因すると考えられる異常は観察されなかった。
4．考　察：モエギイガイから抽出した脂質を含有するサプ
リメントは、関節疾患に良好な結果をもたらすほか、皮膚疾
患にも良い影響を及ぼす例が知られており、本例でもこのこ
とを裏づける知見を得た。その作用機序等については今後の
課題であるが、シクロスポリンによるアトピー性皮膚炎の治
療に際して付加的な給与を検討する価値はあると考えた。

演題番号：C16

毛周期停止の犬15例に対して行ったトリロスタン投与の有効性の検討
○村島生祐 1）4），辻　佑佳 2）4），小細浩身 2），河口祐一郎 3），森　尚志 1），岩崎利郎 4）

1）ダクタリ動物病院京都医療センター，2）クッキー動物病院，3）ひまわり動物病院，4）ペットの皮膚科

1．はじめに：毛周期停止は進行性脱毛を特徴とする非炎症性
の皮膚疾患であり、原因不明とされている。根本的な治療は
確立されておらず、内服薬やサプリメント、保湿、マイクロ
ニードルなどさまざまな治療法が提唱されているが、有効性
を調べた報告は少ない。トリロスタンの投与に関して、2004
年の報告で有効性が検討されているものの、それ以降まとまっ
た報告はない。そこで、毛周期停止と診断した症例にトリロ
スタンを投与し、その有効性を検討した。
2．材料および方法：対象とした症例は以下の（1）～（3）の条
件に該当した 15 症例（ポメラニアン 8 症例、トイプードル 6
症例、チワワ 1 症例）である。（1）進行性の脱毛を主訴に来院
した。（2）炎症性皮膚疾患、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能
亢進症を除外し毛周期停止と診断した。（3）トリロスタン投与
に同意のあった。方法は、トリロスタン 1.06-2.94 ｍｇ/ｋｇ
を 1 日 2 回投与し、被毛の再生の有無および再生が見られる
までの期間を記録した。
3．結　果：トリロスタンを投与した 15 症例中、11 例（ポメ
ラニアン 6 例、トイプードル 4 例、チワワ 1 例）で被毛の再
生が確認できた。被毛の再生が確認されるまでの期間は 1 か

月から 4.5 か月の間であった。2 例は被毛の再生が確認できな
かったため無効と判断した。残り 2 例に関しては、治療中断
により効果を判定できなかった。また、全 15 症例でトリロス
タンが原因と考えられる副作用は観察されなかった。
4．考察および結語：本研究では、毛周期停止に対して、ト
リロスタン投与を行った 73％（ポメラニアンでは 75％、トイ
プードルでは 67％、チワワでは 100％）で被毛の再生がみら
れた。確立された治療法がない中では、十分に有効な結果で
あると言える。ただ、トリロスタンの投与は副作用の観点か
ら敬遠されることもある。しかし、本研究においても、また
過去の報告においても明らかな副作用は見られていない。副
作用には注意を忘れるべきではないが、毛周期停止に対して
トリロスタンは有効な治療法であると考える。
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